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編集者注：本稿は、広く地方公共団体の今後の施策にお役立

てていただけるようなコンテンツを提供すべく御執筆い

ただいたものです。 

 

はじめに 

自治体の労働現場を取り巻く環境は年々厳し

さを増している。長年にわたる職員定数の削減

によって人的リソースの不足が慢性化する一方、

この間のコロナ禍への対応をはじめとして業務

量はますます増加する傾向にある。このような

困難な状況の下で、高いモチベーションを有し

た職員集団をどのように確保していくかという

問題は、自治体の幹部や人事担当者にとって喫

緊の（そして究極の）課題である。 

実は、行政学をはじめとした学問の側でも、

こうした行政組織におけるモチベーションの問

題に応答しようとする試みが、すでに 30 年以

上の歳月にわたって取り組まれている。しかし

意外なことに、その存在は日本ではいまだほと

んど知られていない。 

そこで本稿では、これまでの研究の知見に依

拠しながら、組織によるマネジメントの観点か

ら自治体職員のモチベーション確保のための方

策について考えてみたい。 

 

1. 公務へのモチベーション 

この問題を考えるうえでは、前提として自治

体職員のモチベーションの内実（何によって仕

事に動機づけられているのか）に対する理解が

必須である。もちろん、それは人によって千差

万別である。なかには安定した身分保障に安住

し、最低限の仕事をこなす以上の理由を見出せ

ないような職員もいるだろう。世間に流布する

「お役人」像からすれば、それがむしろスタン

ダードであるかもしれない。 

しかし、そうしたイメージとは裏腹に、大部

分の職員はそれなりに熱心に働いている。「安定

していること」が自治体職員という職業の魅力

の一つであることは事実だとしても、彼ら・彼

女らのモチベーションの源泉はそこに尽きるも

のではない。 

行政学における公務員のモチベーション研究

はまさにこの点に着目し、一般的な民間労働者

とは異なる、公務員に特有のモチベーションが

存在することを論じてきた。それは個人の私的

な利益を超えた、公共の利益への志向性や他者

への共感に基づく公務への動機づけであり、

Public Service Motivationと呼ばれる（日本で

はまだ定訳がないため、以下では「PSM」と表

記する）。 

PSMの研究者たちは、“公務員の多くは、程

度の差こそあれ、困っている人々を助けたい、

より良い地域や社会を実現するために貢献した

いといった思いや規範意識によって動機づけら

れており、そうしたモチベーションを高めてい

くことこそが、行政のパフォーマンスを改善す

るための鍵となる”ことを主張し、今日まで世

界中で研究に取り組んできたのである。 

もっとも、以上のような議論に対しては、理

念としては理解できるものの、それは一種の理

想論や机上論にすぎないのではないかと訝しむ

向きもあるだろう。 

自治体行政の視点 

マネジメントの観点から考える自治体職員のモチベーション 

― Public Service Motivation 研究からの示唆 ― 

（公財）日本都市センター研究室 研究員 田井 浩人 
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だが、PSM研究の特徴の一つは、こうした一

見して抽象的な PSM の存在を、公務員に対す

る心理学的な調査を通じて経験的に示した点に

ある。先行研究は、公務員は民間労働者と比べ

て相対的に高いPSMを有している（PSMによ

り強く動機づけられている）ことを一貫して確

認してきた。それは日本の自治体職員について

も同様である。 

さらに、PSMの高い職員ほど、実際により高

いパフォーマンスを発揮する傾向があることも

明らかとなっている。実感としては、普段の業

務の中で「住民のために」「地域のために」とい

う気持ちが、常にはっきりと意識されているわ

けではないかもしれない。しかし、PSMはいわ

ば通奏低音として、職員の日々の仕事を支える

重要なモチベーションの糧なのである。 

 

2. インセンティブの罠 

とはいえ、PSM はこれまでの一般的なモチ

ベーションの理解とは趣を異にする部分も少な

くない。なかでも特に問題になるのは、職員の

モチベーションを引き出すために、給与などの

インセンティブを利用することの是非である。 

日本の行政現場では、民間の経営手法を公共

部門に応用するNPMの考え方が今日でもそれ

なりに強い影響力を持っているが、そこでは人

事評価の結果を処遇と密に連動させる「信賞必

罰」の仕組みと運用を徹底することで、職員の

モチベーションを高めることが目指される。そ

こでしばしば喧伝される「頑張った者が報われ

る」という標語は、それ自体は否定しづらいも

のであり、また伝統的な年功重視の人事管理の

あり方に対して若手職員を中心に一定の不満が

溜まっていることも事実である。 

しかし、評価結果を昇給や勤勉手当などに短

期的に反映させる、いわゆる業績給的な手法は、

職員のモチベーションを高めるどころか、かえ

って PSM を減退させる方向に作用するという

ことが、これまでの研究の中で繰り返し指摘さ

れてきた。これは内発的動機づけのクラウディ

ング・アウト（押しのけ効果）と呼ばれ、心理

学の領域では古くから知られている現象である

が、同様のメカニズムが PSM についても当て

はまる。 

幸か不幸か、現状では多くの自治体では組合

側からの反発もあり、制度上は評価結果を処遇

に反映させている場合であっても、実態として

はそのインパクトはまださほど大きくはない。

ただ、先に述べたように従来型の人事慣行が限

界に近づいていることはたしかであり、それを

変革する主要な手段として人事評価制度をどう

活用していくのかという点は、今後ますます議

論の焦点となっていくだろう。 

その際、評価結果をなんらかの形で処遇に反

映していくことを全面的に否定することもまた

ナイーブに過ぎるかもしれないが、短期的なイ

ンセンティブを用いることが職員のモチベーシ

ョンに対して思わぬ悪影響を及ぼしうる可能性

に留意しつつ、安易に慎重な姿勢を崩すべきで

はないというのが、研究の知見から得られる教

訓の一つである。 

 

3. マネジメントを通じたPSMの醸成 

さて、それでは職員の PSM を維持・向上す

るために組織にはなにができるのか。PSM の

促進要因または阻害要因については、先の業績

給の影響をはじめとして現在までさまざまな観

点から研究が進められている。 

具体的なポイントとして、たとえば職員が担

う業務の内容や性質は、当該職員の PSM に大

きな影響を及ぼす。 

筆者も一員として参加した福岡県内の自治体

職員（1,033名）を対象とした調査では、①行政

サービスの受益者である住民等と接触する機会

を確保することでフィードバックを受けられる

ようにしたり、②業務の進め方やスケジュール

管理などについて担当者に裁量を与えることで

自律性を高めたりすることは、PSM の向上に
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つながる可能性があることが示唆されていた。

それは、職員が日々従事している業務が実際に

住民や地域のためになっており、また自らの努

力がそこに多少なりとも寄与できているという

感覚を得られるからであろう。反対に、③ルー

ティン的で負担感も強いような業務に従事する

ことは、職員が仕事の意義を見失ってしまうこ

とにつながりやすく、PSM の低下を惹起しう

る。 

したがって、マネジメントの観点からは、職

務充実への取り組み（ジョブ・エンリッチメン

ト）や業務の割り当て（ジョブ・アサインメン

ト）、人事ローテーションの設計などに際して、

上記の点を踏まえた入念な工夫が求められてい

ると言えよう（ただし、住民と対面する機会が

増えることは、職員にとって理不尽な非難やバ

ッシングを受ける頻度が増すことにもつながり

うるため、時には適度な距離感を保つというこ

とも必要であろう）。 

さらに、よりインフォーマルな側面として、

職場における上司や同僚の態度や関わり方も重

要な要因である。なかでも影響が大きいと言わ

れているのが上司の存在である。実はわれわれ

の調査でも、直属の上司が発揮するリーダーシ

ップのあり方が部下である職員の PSM を強く

規定していた。自治体職員としてのあるべき姿

を言行一致の姿勢で示し、部下を導いていくよ

うな上司の下で働く職員ほど、高い PSM を有

している傾向が見られたのである。 

良い上司に恵まれるかどうかを運任せにしな

いためには、第一義的には候補者の上司として

の資質や考え方を慎重に見定めたうえで人事を

行い、その後も丁寧に訓練を施していくことが

求められる。加えて、部下と上司が互いに過度

な遠慮や忖度をせずに済むような、心理的安全

性の高い職場や組織づくりを進めていくことも

大切である。その際、人事評価制度は目標設定

や定期的な面談の機会を提供することで、上司

と部下のコミュニケーション機会を担保するマ

ネジメント手段としても活用することができる。 

以上はほとんど当たり前のことを言っている

ように聞こえるかもしれないが、現場において

それらが表層的な取り組みにとどまらず実質化

されているかどうかは別問題である。特にPSM

のような公務に対する熱意や規範意識は、とか

く個人の自覚の問題に還元されやすい。しかし

ここまで述べてきたように、組織の役割は決し

て小さくないのである。 

 

4. 新人のPSMの低下をいかに食い止めるか 

最後に、調査から見えてきた現状の問題点に

ついても少しだけ触れておきたい。次の図表は、

調査から収集したデータを用いて、PSM と勤

続年数の関係を整理して示したものである。 

 

図表 PSMと勤続年数の関係 

 

出所：筆者作成 

 

この図表からは、調査対象となった自治体職

員の PSM スコアの平均値は入庁してから満 1

年目までの時期がピークであり、その後の数年

間で大きく減退していく傾向があることが読み

取れる。同一の個人を経年的に追跡した調査で

はないため、厳密には一つの可能性にはとどま

るものの、仮にこれが事実であるとすれば由々

しき事態である。 

入職初期に PSM が低下するメカニズムにつ

いてはまだ不明な点も多いが、新人職員が遭遇

するリアリティ・ショック（期待と現実のギャ

ップから生じる幻滅体験）などが影響している
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のではないかと言われている。 

紙幅の制約もあり、ここでは現状を指摘する

だけにとどめるが、こうした新人の PSM の低

下をいかにして食い止められるのか、各自治体

は知恵を絞っていく必要があろう。 

 

おわりに 

自治体職員の PSM の維持・向上を図るうえ

で組織に求められることとは、とどのつまり、

職員たちが自ら担う公務の意義と有効性を実感

できる機会や環境を整備していくことであると

言えよう。 

ただし念のために付言しておくと、給与や昇

任などのインセンティブをまったく考慮しなく

てもよい、ということではない。当然のことな

がら、現実の職員は PSM 以外にもさまざまな

動機を抱いており、それらが複雑に入り混じる

なかで職務にあたっているからである。いわゆ

る「やりがい搾取」のような事態はもってのほ

かである。 

また、PSM が常に職員のポジティブな行動

につながるとも限らない。気持ちだけが先走っ

て空回りしてしまったり、「自分はこんなに地域

のために頑張っているのに（周りの職員や住民

は意識が低い）」といったような一種の独善的な

態度を助長してしまったりすることもありうる。

他のあらゆるモチベーション理論と同様に、

PSMもまた万能ではない。 

だが、一方でこうした限界はありつつも、そ

れでもなお PSM に着目することが自治体の人

的資源管理にとって重要であることは間違いな

い。自治体に課せられた任務の本質が「住民の

福祉の増進を図ること」（地方自治法第 1 条の

2）にほかならないとすれば、そこで働く職員た

ちのモチベーションも、こうした組織のミッシ

ョンと合致するような形で作動することが不可

欠だからである。 

職員たちに宿る公務に対する情熱をいかに萎

えさせることなく持続させ、さらには育んでい

くことができるのか。各自治体の手腕が試され

ている。 
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１ ＤＸとは 

 ＤＸが注目されている。ＤＸとは、「Digital 

Transformation」の略であり、「ICT の浸透が

人々の生活をより良い方向に進化させること」

と言われている。 

 自治大の講義では、まず最初に、受講生の皆

さんの「頭の体操」として、「ＤＸとは何か？」、

「デジタル化とＤＸは、何が異なり、何が同じ

なのか？」について、具体事例を織り交ぜて、

考える時間をとっている。 

 

２ 自治体ＤＸの背景 

 自治体戦略 2040 構想研究会報告において、

「2040年には、労働力が絶対的に不足し、自治

体職員が１／２になる。」というショッキング

なレポートがなされたことをきっかけに、「１

／２の人員で現状の行政サービスを実施する

には、現在の仕事のやり方の延長ではなく、パ

ラダイムシフト、すなわち、デジタル化による

業務の変革（ＤＸ）が不可欠である。」というこ

とが現実の危機感を伴って、叫ばれ始めた。 

 その具体的解決策の１つが、ＡＩやＲＰＡ等

を使いこなすスマート自治体への転換であり、

もう１つが、自治体行政の標準化・共通化であ

る。 

 本講義では、①ＡＩやＲＰＡ等の技術を使い

こなすには、何が必要なのか、②自治体システ

ムの統一・標準化に向けて何をしなくてはいけ

ないのか、について、最新動向を踏まえて、考

えていく。 

 

 

 

 

 

 

３ ＲＰＡの活用 

ＲＰＡ（Robotic Process Automation）とは、

定型化された端末操作などの単純作業を自動

化するツールである。プログラムを書かなくて

も、簡単な操作だけで、自動化が可能であるた

め、近年、多くの自治体で導入されはじめてい

る。 

 しかしながら、「どのように導入すればいい

かわからない。」、「導入したけど、効果がない。」

等の声も散見される。 

課題の１つは、いかに業務を見える化するか

である。「なぜ、これが？」と思われるかもしれ

ないが、残念ながら、自治体職員にとって、自

身の業務を正しく説明するのは、結構難しい。

ＲＰＡを使うには、その前に、現状の作業手順

を整理することが必要であり、作業手順毎に作

業の概要と作業時間を整理して、どこに時間が

かかっているかを明らかにすることが重要な

のである。 

 もう１つの課題は、いかに業務を改善するか

である。単に、現状の業務をＲＰＡ化するだけ

では、費用対効果が出ないことが多い。効果を

上げるには、既存の業務を根本的に見直す、ま

さに、「Ｘ（Transformation）！」が重要なので

ある。 

 

４ ＡＩの活用 

ＡＩ（Artifical Intelligence）とは、人間

の知能を機械を用いて実現しようとするもの

である。 

ＡＩ技術には、ルール型と機械学習型があり、

機械学習のひとつにディープラーニングがあ

る。 

自治大学校における研修講義の紹介 

自 治 体 のデジタル化 について  

総務省地域情報化アドバイザー（デジタル庁 地方業務システム基盤チーム 

プロジェクトマネージャー） 前田 みゆき 

編集者注：本稿は、自治大学校で令和4年6月30日（木）に

行われた第 2 部課程第 196 期における研修講義の内容を整

理したものです。 
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ルール型とは、予め人がルールやパターンを

設定し、そのルールやパターンをベースに判断

するものである。 

機械学習型とは、ビックデータをもとに、ル

ールやパターンを学習し、そのルールやパター

ンをベースに判断するものである。 

機械学習型の中でも、ディープラーニングは、

学習に当たって、ルールやパターンの特徴量を

人が教えなくてもよいという特徴がある。（デ

ィープラーニング以外の機械学習は、ルールや

パターンの特徴量を人が教える必要がある。） 

自治大の講義では、具体例を使って、ルール

型、機械学習型、ディープラーニングについて、

技術の違いをわかりやすく解説することによ

り、技術の特徴を理解する。 

 さらに、ルール型、機械学習型、ディープラ

ーニングの自治体での活用事例を紹介しなが

ら、その成果と課題について、わかりやすく解

説する。 

 

５ 技術を使いこなすために 

 ＲＰＡもＡＩも、課題解決のためのツールの

ひとつである。活用にあたっては、ＲＰＡやＡ

Ｉありきではなく、何が課題かを明確にした上

で、講義で紹介した技術の特徴を理解して、活

用することが重要である。ＲＰＡやＡＩを、課

題解決のツールとして、是非とも「賢く使いこ

なして」いただきたい。 

 

６ 統一・標準化の背景と標準化法 

 自治体戦略 2040 構想研究会報告をきっかけ

に検討が進められてきた「自治体

システムの統一・標準化」である

が、「コロナ禍」をきっかけに、大

きくスピードアップすることにな

る。 

2021年 5月には、地方公共団体

情報システムの標準化に関する法

律が成立。全国の自治体に、標準

化基準に適合したシステムの利用

が義務付けられた。 

 本法律のポイントは、以下の３つである。 

① 国による基本方針と情報システムの基準の

策定 

② 自治体による基準に適合した情報システム

の利用（義務） 

③ ガバメントクラウドの利用（努力義務） 

 

７ 統一・標準化の概要 

 自治体システムの統一・標準化が目指す姿は、

以下の図に示すとおりである。 

① アプリケーションは、標準仕様書で標準化

した上で、事業者が開発する。（自治体は選

択する。） 

② インフラは、ガバメントクラウドで統一す

る。 

③ データは、データ要件で標準化した上で、

自治体が管理する。 
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 対象業務は、処理内容が各自治体で共通し、

システムが普及している20業務となっている。 

 また、標準準拠システムは、カスタマイズを

しないことを徹底する一方で、デジタル 3原則

に基づくベストプラクティスの随時反映を基

本としている。 

 

８ 標準仕様の概要 

標準仕様には、制度所管府省が策定する機能

標準化基準（業務フロー、機能要件や帳票要件）

とデジタル庁や総務省が策定する共通標準化

基準（データ要件、連携要件、共通機能、非機

能要件）がある。 

① 業務フロー 

・事務の流れをＢＰＭＮ(Business Process 

Model and Notation)で記載する。 

② 機能要件 

・システムに対し、どのようなデータを入力し、

どのような処理を行い、結果、どのような出力

がなされるかを規定する。 

・ホワイトリスト方式を採用する。 

③ 帳票要件 

・システムから出力する帳票を規定する。 

・帳票のレイアウトも規定する。 

・ホワイトリスト方式を採用する。 

④ データ要件 

・データ移行の際のデータのレイアウト（デー

タ項目名、属性）を規定する。 

⑤ 連携要件 

・各標準準拠システム間、標準準拠システム外

とのデータ連携を確実に行うための機能別デ

ータ連携仕様を規定する。 

⑥ 共通機能 

・標準準拠システムに必要な機能のうち、複数

の標準準拠システムに共通する「機能要件」を

実現するための機能を規定する。 

・申請管理機能、庁内データ連携機能、住登外

者宛名番号管理機能、団体内統合宛名機能、Ｅ

ＵＣ(End User Computing)機能を対象とする。 

⑦ 非機能要件 

・可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行

性、セキュリティ、システム環境・エコロジー

について規定する。 

 

なお、講義では、ガバメントクラウドの概要

や最新動向についても、解説していく。 

 

９ 統一・標準化に向けて 

 自治体システムの統一・標準化に向けて、当

面、行わなくてはいけないことは、現行の業務・

システムと標準仕様とのＦＩＴ＆ＧＡＰであ

る。（20業務が対象となる。） 

特に、業務フロー、機能要件、帳票要件のＦ

ＩＴ＆ＧＡＰは、自治体職員が行う必要がある。

（その後は、標準仕様に業務を合わせるＢＰＲ

も行う必要がある。） 

自治大の講義では、業務フロー、機能要件、

帳票要件のＦＩＴ＆ＧＡＰの概要についても

言及する。 

 

１０ 自治体職員に求められることは 

 自治体システムの統一・標準化は、以下の特

徴がある。 

① 標準化法に基づき標準準拠システムへの移

行が義務づけられていること、 

② 対象業務（住基・税・社会保障・就学）が多

岐に渡っていること（多くの部署が関連す

ること）、 

③ 2025年度（令和 7年度）を目標に短期間に

一斉に移行する必要があること、 

④ 庁内からガバメントクラウドに全国の自治

体が集中してリフトアップすること、 

⑤ 国作成の標準仕様書に基づく業務フローの

見直し（BPR)が必要なこと 

まさに、自治体にコンピュータが導入されて

以来の最大のプロジェクトであり、国、都道府

県、市区町村が一体となって取り組むことが不
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可欠である。 

都道府県の皆さんには、標準化対象業務であ

る生活保護、児童扶養手当等、都道府県の事務

の標準化に取り組むことはもちろんのこと、標

準化法第９条第３項では、都道府県の役割とし

て、市町村への助言、情報の提供その他の措置

を講ずるよう努めることを規定している。ぜひ

とも、市区町村の検討を支援する体制を構築し、

統一・標準化の取組みを行う市区町村のＰＭＯ

(Project Management Office)になっていただ

きたい。 

市区町村の皆さんには、まさに自分事として

統一・標準化に取り組んでいただきたい。現状

へのこだわり、自らの自治体のみを考える受け

身の姿勢から脱却して、仕事の仕方を自ら見直

し、全国の自治体に向けてベストプラクティス

を提案する「自ら考え・行動する」姿勢でもっ

て、統一・標準化に取り組んでいただきたい。 

そして、是非とも、この一大プロジェクトを、

皆さん一人一人が推進役となって成し遂げ、次

世代に向けて持続可能なプラットフォームを

残していきましょう。 

 

 
著者略歴 

総務省地域情報化アドバイザー（デジタル庁 地方業
務システム基盤チーム プロジェクトマネージャー） 
前田 みゆき 

 
㈱日立製作所システム開発研究所入所。その後、ビジネス
システム開発センタにて、主に電子行政・地域情報化をテ
ーマに調査研究・コンサルティングを推進。㈱日立システ
ムズ 主席コンサルタント、内閣官房 IT総合戦略室地方
班政府CIO補佐官を経て、2021年9月より、現職。 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

１ はじめに 

「自治大、楽しかった？」と聞かれると私

は「楽しかった。」と答えます。実際は基本

法制研修の効果測定に備え、勉強やレポー

ト提出に追われたり、第１部課程では、課題

提出に追われたり、成長を期待され送り出

されている為、色々とプレッシャーがかか

ることが多く、楽しいことばかりではない

のが現実です。 

私は、行政に関係する法制度を学ぶ「基本

法制研修Ａ」を１ヶ月、地方公務員として必

要な政策形成能力及び行政経営能力を学ぶ

「第１部課程」を３ヶ月、合計４ヶ月の研修

を受講しました。 

この４ヶ月間、全国から集まった、職務経

験も性別も年齢も違う多種多様な仲間と交

流することは、凄く刺激的でプレッシャー

をも楽しいものに変えてしまうものでした。 

 

２ 基本法制研修Ａ第８期について 

 基本法制研修Ａは、憲法、行政法、民法、

地方自治制度、地方公務員制度、財政学の６

科目を約１ヶ月間かけ、演習等を織り交ぜ

ながら、実践的に通用する応用力を身に付

ける研修でした。 

 講義は、各分野で有名な先生方が講師を

務めており、幅広く、奥深い内容となってい

ます。また、座学だけでなく、グループ演習

もあり、十分な内容となっています。しかし、

１コマ７０分の授業を１日に５コマ、６コ

マ受講するのは、久しぶりに講義を受ける

私にとって過酷なものでした。 

 

 

 

 

 

  

演習では、行政訴訟に関係する判例を基

に、グループの仲間と事例の分析や考察を

議論し、討議結果の発表を行うことや、地方

公務員制度における課題をグループで抽出

し、解決案の提言を行い、最後に発表を行い

ます。 

 演習を行うことで、実践的に法制度に関

する理解を深めることが出来、また、次の第

１部課程で行う演習の予行練習にもなりま

す。そして、研修期間の最後には法制研修の

山場である筆記試験による効果測定が実施

されます。試験に備え、談話室で勉強会を行

っているフロアに顔を出し情報を得たり、

自室にこもりテスト対策をしたり、法学部

出身でもなく、法律にも詳しくない私には

辛いものでしたが、効果測定が終わり、終了

式後の解放感は格別なものでした。 

研修終了後、８階フロアメンバーでバー

ベキューを行い、そこで飲んだビールは最

高でした。 

 

３ 第１部課程研修第１３８期について 

 基本法制研修Ａの効果測定が終わり、解

放感を味わうも束の間、すぐに第１部課程

が始まりました。 

第１部課程では、問題発見・解決能力、政

策立案能力、プレゼンテーション能力、マネ

ジメント能力、公共政策・行政経営に係る知

識を習得するため、多くの講義受講や演習

を実施していきます。 

 講義においては、こちらも各分野で有名

な方々が講師を務めており、行政課題を解

決するための多種多様な内容となっていま

す。他の研修では聞くことが出来ない話を

自治大卒業生の声 
自治大学校卒業生（第１部課程第 138 期） 

 埼玉県川口市 熊井 智彦 

編集者注：本稿は、自治大学校における研修の特長な

どについて、自治大学校の卒業生が記したものです。 



 

 

聞けることから、とても楽しく、自分の視野

を広げることが出来ます。 

演習では、政策立案演習を主に、データ分

析演習、事例演習、条例立案演習、ディベー

ト型演習、模擬講義演習と多くの演習を進

めていくため、忙しい毎日を過ごします。 

 各演習では、提出物の期限もあり、限られ

た時間の中で、グループ内で議論し検討結

果を取りまとめる事が求められ、研修生に

とっては労力を要する演習ばかりですが、

これを乗り越えることで行政職員としての

能力向上につながると感じました。 

 演習のメインである政策立案演習では、

提出した演習希望テーマ調書により、5人～

6人で構成する班に分けられます。私の班で

は防災についての分野から検討するテーマ

を決めることになったのですが、最初のテ

ーマ決めからなかなか進みませんでした。

更に１３８期は実地調査もあり、調査日が

決まっていることから、実地調査先をどこ

にするか、何を聞き、何を知りたいか、時間

が無い中、アポイントメントを取らないと

いけなく、スタートから不安ばかりでした。  

最後まで何事に対しても時間がかかり、

夜遅くまで作業が多い班でしたが、議論が

活発で、やりたいことの意思統一が出来て

いたことや、外部指導教官の的確な指導・助

言により報告書を完成することが出来まし

た。 

すごく苦労した分、班の連帯感は強くな

り、発表を終えた後の達成感や充実感は、基

本法制研修Ａの終了時を何倍も上回るもの

でした。 

 年齢・経験が様々な研修生がそれぞれの

知識を組み合わせることで大きな力を発揮

出来たことは、今後の成長に向けた良い収

穫であったと感じています。 

 

４ 自治大学校での生活について 

自治大学校の研修が、他の研修と大きく

違う点は、長期にわたり研修生が寮に入り、

共同生活を送りながら学ぶ点です。 

私がいた麗澤寮８階フロアは、１１名の

研修生がいました。コロナ感染防止に留意

しながら、談話室で食事を共にしたり、各自

治体から送られてきた銘酒を飲みながら会

話をしたり、映画を見たり、カードゲームを

したことはとても楽しい思い出です。 

６階フロアや７階フロアの談話室に遊び

に行き、階を超え、多くの仲間と交流が出来

たことも良い経験となりました。 

 また、敷地内には、立派な芝生のグラウン

ドや体育館として使用できる講堂がありま

す。朝７時からサッカーや野球を楽しんだ

ことや、授業終了後に講堂で行ったフロア

対抗スポーツ大会で、夢中になり汗を流し

たことは良いリフレッシュになりました。 

 第１部課程対第３部課程の野球の試合で

は、僅差で負けてしまいましたが、他の研修

課程の方とも交流が出来たことは良い思い

出です。 

 

５ おわりに 

研修を終えて思うことは、やはり「楽しか

った。」、「行けて良かった。」ということです。  

この研修のように長期にわたり、学ぶ機会

を頂けることは、なかなかないと思います。 

また、法制研修Ａ第８期、第１部課程第１

３８期の研修生の皆さんは本当に良い人ば

かりで寮生活においても楽しい事ばかりで

した。 

この貴重な経験を出来たことは、苦楽を

共にした仲間がいたことは勿論のこと、ご

指導・ご講義くださいました先生方、自治大

学校の職員の皆様、快く送り出してくれた

職場の方々や家族の支えがあったからです。

心より感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

１ はじめに 

 井原市は、岡山県の西南部に位置し、広島

県に接する人口約 38,000 人のまちです。 

 本市では、毎年度１名の職員を選抜して

自治大学校へ入校させており、自治大ＯＢ

である歴代の先輩方が幹部職員として第一

線で活躍しています。 

 私は、人事部門に所属していた際に、研修

担当として先輩方の入校に係る事務手続き

等を行っていたこともあり、本市において

限られた職員だけが派遣される自治大学校

での研修に対し、いずれ自分も選抜された

いという思いを抱いていましたが、この度

光栄にも指名を受け、基本法制研修Ｂ及び

第２部課程の約２か月半にわたる研修課程

の受講機会をいただきました。 

  

２ 研修概要 

（１）基本法制研修Ｂ第８期 

 研修期間の前半３週間弱（令和４年５月

９日～26 日）の日程で受講した、基本法制

研修Ｂは、自治体職員として習得しておく

べき基本的な法制度として、行政法、民法、

地方自治制度、地方公務員制度及び地方財

政制度の５課目について、講義形式で短期

間に集中的に学ぶものでした。 

 第一線でご活躍されている講師陣による、

濃密で広範囲に及ぶ講義内容には圧倒され

ましたが、全国各地から集まった研修生の

皆さんの熱心に受講する姿に大きな刺激を

受けながら、基礎知識を体系的に学ぶこと

ができました。 

 

 

 

 

 

 

（２）第２部課程第 196 期 

研修期間中盤から後半にかけての約２か

月間（５月 30 日～７月 20 日）で、第２部

課程を受講しました。 

講義課目では、様々な分野でご活躍され

ている著名な方々を講師として、各分野に

おいて国や地方公共団体が抱える諸課題に

ついて、最新情報や制度改革の動向、具体的

な取組事例などを学ぶことができました。 

演習課目では、グループに分かれ、特定の

自治体の特色ある取組事例を題材に議論・

検討する「テキスト型」の演習や、研修生の

所属自治体で実際に直面している行政課題

を議論・検討する「持寄型」の演習、首長に

提言することを想定して行政課題の解決に

向けた政策を企画・立案する政策立案演習

などに取り組みました。 

「テキスト型」、「持寄型」の演習では、一

つの事案に対してグループのメンバー各々

から、自分とは異なる角度で捉えた考え方

や意見を聞くことができ、新しい発見や気

付きによる視野の広がりを実感しました。 

研修カリキュラムの中の大きな柱の一つ

であり、最も多くの時間をかけて取り組ん

だのが政策立案演習です。 

５～６人の研修生で編成された班ごとに、

単なる調査・研究ではなく、実際に自治体の

政策として成り立つレベルの企画を立案す

るもので、テーマ選定から現状分析、問題点

の把握、課題解決策の提案まで、根拠に基づ

く理論付けを行って報告書にまとめ、最終

発表会でプレゼンテーションを行います。 

自治体規模も担当業務も異なるメンバー

とチームを編成し、お互いに尊重し合いな

自治大卒業生の声 
自治大学校卒業生（第２部課程第 196 期） 

 岡山県井原市 多田 豪義 

編集者注：本稿は、自治大学校における研修の特長な

どについて、自治大学校の卒業生が記したものです。 



 

 

がら、幾度となく議論を重ね、限られた時間

で一つの政策を作り上げる作業は、実際の

業務にも通じるものがあり、政策立案能力

だけでなくコミュニケーション能力やマネ

ジメント能力の面でも大変有意義な経験と

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 全寮制の研修生活 

 私自身、２か月半もの期間、妻や子と離れ

て生活するのは初めてのことであったため、

期間中にまず実感したのは、家族の存在の

大きさでした。 

入寮当日の荷解きをはじめ、生活用具や

教材、衣類などの配置・収納など、生活を送

るための自室のセッティングだけで一苦労。 

翌日から発生する洗濯物や食事の心配な

ど、普段如何に無意識に、あたりまえに生活

を送っていたのかということに気付かされ、

あらためて家族や身近な方々に対する感謝

の気持ちを実感するとともに、自分自身を

見つめ直す貴重な機会となりました。 

独りで生活する不安と、高度な研修カリ

キュラムに対する戸惑いの中で、大きな支

えとなったのは、同じ課程を受講する全国

各地から集まった研修生の存在でした。 

特に、寮の同じ階に宿泊するフロアメン

バーは、研修時間外や休日も一緒に過ごす

など、寝食を共にし、時間を共有する中で、

かけがえのない存在となりました。 

いつもそばにいて、頑張る姿を見せてく

れた仲間たちがいたからこそ、自治大での

生活を充実したものにできたのだと確信し

ています。 

仲間たちとの出会いは、私にとって本当

に大きな財産となりました。この仲間たち

との繋がりを、この先もずっと大切にして

いきたいと思います。 

 

４ おわりに 

帰郷後、自宅や職場には入校前と変わら

ぬ日常があり、自治大での２か月半の生活

が、まるで夢の中の出来事だったかのよう

な、ふわふわとした、不思議な感覚を覚えま

した。 

 月日が経つにつれ、不思議な感覚は薄れ

ましたが、一方で研修期間中の様々な出来

事は鮮明に記憶しており、研修で学んだこ

とや仲間と過ごした時間を思い出すたびに、

自治大での経験が自分の中にしっかりと刻

まれ、自信や誇りとなって、今の自分を動か

しているのだと実感することができます。 

このたびの貴重な経験を生かすとともに

より一層の研鑽を重ね、皆さまへの恩返し

ができるよう、努めていきたいと思います。 

末筆ではありますが、繁多な職場状況に

も関わらず快く送り出してくださった上司

や職場の皆さん、コロナ禍にあっても安全

に素晴らしい研修を実施し運営してくださ

った自治大学校関係者の皆さまや講師の

方々、そして、かけがえのない時間をともに

過ごしてくださった研修生の仲間たちに、

心から感謝を申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策立案演習チーム 

洗心寮８階フロアメンバーと教務部職員 



 

 

 

      

 

 

 

 
 
４月に自治大学校に派遣されてから、執筆時点で５か月が過ぎました。 

私は、１年間の内、前半の半分を自治大学校の職員として勤務する特別研修生

として、４月 15日から始まった基本法制研修Ａ第８期、その後の第１部課程第

138期の課程運営を担当しました。 

 着任してまだ右も左も分からない状態の中、２週間後にやってくる研修生を

迎えるために、準備運動する間もなくいきなり全力疾走の毎日でした。 

 基本法制研修とそれに続く第１部課程研修の研修期間中は、私１人のミスに

より研修生全員の研修に支障を来しかねないという重責を負いながら、常に先

を見据え、講義や演習の事前準備はもちろんのこと、特に研修生に対する指示事

項、連絡事項の伝達に関しては、きめ細かに、かつ漏れのないように細心の注意

を払いながら運営に務めることを心がけました。（できていたかどうかはわかり

ませんが…。） 

 勤務時間中は、このように気を張り詰めながら業務に従事していましたが、勤

務時間外では、研修生の皆さんから、飲み会に誘っていただいたり、誕生日を祝

っていただいたりと、とても仲良くしていただき良い思い出となりました。 

 そんな忙しい日々を過ごし、去る８月 10日、第１部課程第 138期の卒業式を

無事に終えることができました。 

 約４か月間の課程担当という激務を終え、自分の研修が始まる 10月中旬まで

の２か月間くらいはゆっくりできるかなと思いきや、今度は、終了した研修の終

了報告だの、次期研修の企画検討だの、果ては来年度の研修の見直しだなどと、 

余韻に浸っている時間も与えてくれません。本当に人使いが荒い職場です。 

 毎年派遣される特別研修生の人数は、その年によって違っており、今年度は９

人です。（Ｈ30～８人、Ｈ31～10人、Ｒ２～10人、Ｒ３～11人） 

 当然ながら、人数が少なければ一人当たりの業務量は増えます。 

 正直、今年度の９人という人数では、一人当たりが担当する業務としては、多

少の差はあれどもとても多く、適切な業務量ではないと感じました。 

 もし、派遣元の人事担当者から、特別研修生としての派遣の打診を受けた場合

は、「特別研修生が何人いるか自治大に確認してもらえますか。」と人事担当者に

働きかけることをお勧めします。 

 後半は「つぶやき」というか「ぼやき」になってしまいました…。（Ｍ．Ｓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内の池で子育てをするカモ 

編集者注：このコンテンツは、マネジメントコース(※)の研修生が持ち回りで担当し、それぞれの所感等

を述べたものです。 
 

※ 地方自治体職員が、自治大学校で一年間を過ごす研修。研修期間中の概ね半分は自治大学校の実務に

従事、半分は通常の研修(第１部課程等)を履修することによって、実践的に高度の政策形成能力及び行

政管理能力の向上を図るもの。 

マネジメントコース研修生のつぶやき 
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